
主な変更点（その１）

●通行経路表

５３３６３０２
３４６

道路法適用外道路

経路登録の際に、“道路法適用外”の便覧未
収録交差点を選択した場合は、通行経路表
に「道路法適用外道路」と表記される。

道路法適用外道路（港湾道路等）の表示道路法適用外道路（港湾道路等）の表示

【概要】
港湾道路、農道、私道等など道路法の適用を受けない道路について、調査の完了した箇所から

“道路法適用外道路”と表示します。
このような表示が算定結果等に表示された場合、特殊車両の申請において特殊車両の申請において、道路管理者名や路

線名等を調べていただく必要はありません。（注．他の法律に基づく手続きについては、これまで（注．他の法律に基づく手続きについては、これまで
のとおりです。）のとおりです。）
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港湾道路フラグ対応に伴う改修港湾道路フラグ対応に伴う改修

●経路登録時（デジタル地図入力）

「道路法適用外道路」を、地図上に
“薄緑”色で表示する。

道路法適用外道路は「OK」ボタンのみ押してくださ
い。

「道路法適用外道路」の場合は、「OK」
ボタンのみクリックする。
（路線名称は入力不要）

道路法適用外道路（港湾道路等）の表示道路法適用外道路（港湾道路等）の表示
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港湾道路フラグ対応に伴う改修港湾道路フラグ対応に伴う改修

●算定結果

「道路法適用外道路」の場合
は、“未収録”のカウントには
含まれない。

道路法適用外道路（港湾道路等）の表示道路法適用外道路（港湾道路等）の表示

「道路法適用外道路」の場合は、
“未収録道路 個別審査”になら
ない。
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